
別紙４
帳票印字項目



共通項目

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

文書情報 〇
文書様式番号 〇 表示の有無を設定
文書番号 〇 マスタ管理している文書番号を設定
発行年月日 〇 和暦表記
首長肩書 〇 区長や福祉事務所長等も含む
首長名 〇
公印 〇
帳票タイトル 〇 任意に設定可能(共通要件)
通知文本文 〇 任意に設定可能(共通要件)
識別番号 〇 英数字による帳票の識別番号を設定

送付先情報
郵便番号 〇
送付先 〇
宛名 〇
カスタマバーコード 〇 宛名したに印字(共通要件)
利用する施設名称 〇 宛名したに印字(共通要件)

問合せ先情報 〇
担当部署名 〇
所在地 〇 郵便番号＋全角スペース＋住所
担当部署電話番号 〇
担当部署FAX番号 〇
担当部メールアドレス 〇

児童情報(子ども情報) 〇
フリガナ 〇
氏名 〇
生年月日 〇

保護者情報 〇
住所 〇 住所＋全角スペース＋方書
フリガナ 〇
氏名 〇
生年月日 〇

口座情報 〇
金融機関 〇 XXX銀行Xx支店
口座種目 〇 普通預金等
口座番号 〇 一部アスタリスク等の表示が可能であること
口座名義人 〇 半角カナ

帳票ID 0280001 帳票名 教育・保育給付認定決定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。

認定区分 〇
2号/3号を同時に認定する場合は「2号認定/3号認定」
と表示可能であること

-
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認定有効期間 〇
開始日、終了日が記載される。
同時認定の場合は、「/(スラッシュ)」の前後で認定区
分の記載内容と対応がとれていること。

保育必要量 〇
保育必要性の事由 〇 表示/非表示選択可能
保育必要性の事由（2人目） 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280002 帳票名 教育・保育給付認定申請却下通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
申請年月日 〇
却下年月日 〇
却下理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280003 帳票名 教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。

認定区分 〇
2号/3号を同時に認定する場合は「2号認定/3号認定」
と表示可能であること

認定有効期間 〇
開始日、終了日が記載される。
同時認定の場合は、「/(スラッシュ)」の前後で認定区
分の記載内容と対応がとれていること。

保育必要量 〇
保育必要性の事由 〇 表示/非表示選択可能
保育必要性の事由（2人目） 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照

認定区分 〇
2号/3号を同時に認定する場合は「2号認定/3号認定」
と表示可能であること

保育必要量 〇
保育必要性の事由 〇
保育必要性の事由（2人目） 〇

有効期間 〇
開始日、終了日が記載される。
同時認定の場合は、「/(スラッシュ)」の前後で認定区
分の記載内容と対応がとれていること。

交付年月日 〇
首長名 〇
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帳票ID 0280004 帳票名 教育・保育給付認定延期通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
処理見込期間 〇 延期後の認定結果通知予定日
延期理由 〇 支給認定が延期になった理由
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280006 帳票名 教育・保育給付認定変更通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
変更年月日 〇
(変更前)認定区分 〇
(変更前)認定有効期間 〇 変更前の開始日と終了日が記載される。
(変更前)保育必要量 〇

(変更前)保育必要性の事由 〇

(変更前)保育必要性の事由（2人目） 〇

(変更後)認定区分 〇
(変更後)認定有効期間 〇 変更後の開始日と終了日が記載される。
(変更後)保育必要量 〇
(変更後)保育必要性の事由 〇
(変更後)保育必要性の事由（2人目） 〇
変更理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280007 帳票名 教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
変更年月日 〇
(変更前)認定区分 〇
(変更前)認定有効期間 〇 変更前の開始日と終了日が記載される。
(変更前)保育必要量 〇
(変更前)保育必要性の事由 〇
(変更前)保育必要性の事由（2人目） 〇
(変更後)認定区分 〇
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(変更後)認定有効期間 〇 変更後の開始日と終了日が記載される。
(変更後)保育必要量 〇
(変更後)保育必要性の事由 〇
(変更後)保育必要性の事由（2人目） 〇
変更理由 〇
備考・不服申立教示文等 ○
問合せ先情報 ○ 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
認定区分 〇
保育必要量 〇
保育必要性の事由 〇
保育必要性の事由（2人目） 〇
有効期間 〇
交付年月日 〇
首長名 〇

帳票ID 0280011 帳票名 教育・保育給付認定取消通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
取消年月日 〇
取消理由 〇 認定取消となった理由
支給認定証の返還先 〇
支給認定証の返還期限 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280013 帳票名 現況届

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照

現況届情報 〇
ぴったりサービスにおける標準様式（申請フォームの
ひな形）保育施設等の利用に係る現況届に準じた項目
を記載

問合せ先情報 〇 共通項目参照

バーコード 〇
機能要件「0280230」記載の要件に対応したバーコー
ドを印字。

帳票ID 0280019 帳票名 施設利用内定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用予定の施設名称　 〇
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利用予定の施設所在地 〇
内定利用期間 〇 内定利用の開始日と終了日が記載される
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280020 帳票名 施設利用保留通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
希望施設名称 〇
希望入所年月日 〇
保留理由 〇 保留となった理由
合計指数 〇 表示/非表示選択可能
有効期間 〇 保留の有効期間の開始日と終了日が記載される
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280022 帳票名 施設利用保留証明書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
申請日 〇
希望施設名称 〇
希望入所年月日 〇
保留理由 〇
保留中の利用調整開始日 〇
利用申請有効期間 〇 利用申請有効期間の開始日と終了日が記載される。
備考・不服申立教示文等 ○
問合わせ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280024 帳票名 保育利用あっせん通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用予定の施設名称　 〇
利用予定の施設所在地 〇
利用期間 〇 利用の開始日と終了日が記載される。
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280156 帳票名 一次選考結果通知書
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印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
希望入所年月日 〇
一次選考結果 〇 選考結果を基に 内定/非内定 が自動で記載される。
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280036 帳票名 施設利用承諾通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
利用予定の施設名称　 〇
利用予定の施設所在地 〇
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。
利用期間 〇 利用の開始日と終了日が記載される。
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280037 帳票名 在籍証明書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用施設名称 〇
利用施設所在地 〇
利用期間 〇 利用の開始日と終了日が記載される。

利用者負担額 〇
表示/非表示選択可能。初月の金額が異なる場合、設
定可能。

備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280039 帳票名 保育実施解除通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用施設名称 〇
利用施設所在地 〇
利用終了年月日 〇 利用の最終日
解除理由 〇
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備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280038 帳票名 保育実施停止通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用施設名称 〇
利用施設所在地 〇
決定年月日 〇
保育実施停止期間 〇 停止期間の開始日と終了日が記載される。
停止理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 ○ 共通項目参照

帳票ID 0280042 帳票名 利用者負担額決定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報（1人目） 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
利用施設名称 〇
利用施設所在地 〇

認定有効期間 〇
支給認定証交付していない場合は実装すべき項目。
有効期間の開始日、終了日が記載される。

認定区分 〇 表示/非表示選択可能。
保育必要量 〇 表示/非表示選択可能。
利用者負担額 〇 初月の金額が異なる場合、設定可能。

決定年月日 〇
支給認定証交付していない場合は実装すべき項目。
利用者負担額が決定した日が記載される。

多子軽減の該当有無 〇
市町村民税所得割 〇
階層 〇
適用期間 〇 適用期間の開始日、終了日が記載される。
副食費 〇
副食費免除該当有無 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280044 帳票名 利用者負担額変更通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報（1人目） 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
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利用施設名称 〇
利用施設所在地 〇
認定有効期間 〇 有効期間の開始日、終了日が記載される。
(変更前)認定区分 〇
(変更前)保育必要量 〇
(変更前)階層 〇
(変更前)市町村民税所得割 〇
(変更前)利用者負担額 〇
(変更後)認定区分 〇
(変更後)保育必要量 〇
(変更後)階層 〇
(変更後)市町村民税所得割 〇
(変更後)利用者負担額 〇
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。
多子軽減の該当有無 〇
適用期間 〇 適用期間の開始日、終了日が記載される。
変更理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280046 帳票名 利用者負担額減免通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用施設名称 〇
利用施設所在地 〇
(減免前)利用者負担額 〇
(減免前)階層 〇
(減免後)利用者負担額 〇
(減免後)階層 〇
多子軽減の該当有無 〇
市町村民税所得割 〇
適用期間 〇 適用期間の開始日、終了日が記載される。
減免理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280052 帳票名 利用承諾兼利用者負担額決定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報（1人目） 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
利用予定の施設名称 〇
利用予定の施設所在地 〇
利用期間 〇 利用の開始日と終了日が記載される。

認定有効期間 〇
支給認定証交付していない場合は実装すべき項目。
有効期間の開始日、終了日が記載される。

認定区分 〇 表示/非表示選択可能。
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保育必要量 〇 表示/非表示選択可能。
利用者負担額 〇 初月の金額が異なる場合、設定可能。

決定年月日 〇
支給認定証交付していない場合は実装すべき項目。
利用者負担額の決定日が記載される。

多子軽減の該当有無 〇
市町村民税所得割 〇
階層 〇
適用期間 〇 適用期間の開始日、終了日が記載される。
副食費免除該当有無 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280045 帳票名 利用者負担額減免申請却下通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
申請年月日 〇
申請却下年月日 〇
利用者負担額 〇
却下理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280043 帳票名 保育料無償のお知らせ

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
認定番号 〇
施設名称 〇
保育料無償開始年月 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合わせ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280053 帳票名 副食費免除通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
施設名称 〇
施設所在地 〇
免除事由 〇
免除期間 〇 免除期間の開始日と終了日が記載される。
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280055 帳票名 副食費免除解除通知書
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印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
施設名称 〇
施設所在地 〇
解除事由 〇
免除適用終了日 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280056 帳票名 支給認定証

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなく

ても良い項目
印字編集条件など

認定番号 〇

認定区分 〇
2号/3号を同時に認定する場合は「2号認定/3号認定」
と表示可能であること

有効期間 〇
開始日、終了日が記載可能。
同時認定の場合は、「/(スラッシュ)」の前後で認定区
分の記載内容と対応がとれていること。

保育必要量 〇
保育必要性の事由 〇
保育必要性の事由（2人目） 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
交付年月日 〇
首長名 〇
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帳票ID 0280164 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（幼稚園）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○

○
20/100, 16/100, 15/100,
12/100, 10/100, 6/100, 3/100,
その他から選択可能。

○
7:00から19:00まで5分刻みで選
択可能。開始時刻と終了時刻が
記載される。

○
7:00から19:00まで5分刻みで選
択可能。開始時刻と終了時刻が
記載される。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・3歳児,満3歳児 ○

処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
2から19までを1刻みで選択可
能。単位は%

処遇改善等加算Ⅰ・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・3歳児,満3歳児（金額） ○
副園長・教頭配置加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
副園長・教頭配置加算・単価 ○
　うち下記以外・ 単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
副園長・教頭配置加算 ・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分 ・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

３歳児配置改善加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
３歳児配置改善加算・単価 ○
　うち下記以外・ 単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
３歳児配置改善加算・3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児,満3歳児（金額） ○
満３歳児対応加配加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。

請求書発行責任者氏名

通知文本文

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル

施設・事業所所在地

代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号

施設・事業所名

＜月初在籍児童（予定）数

債権者登録番号

子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

＜基本情報＞

＜開所/教育時間＞

添付書類

振込先

委任欄

口座情報

基本加算部分

請求月に係る月初在籍児童予定数（人）

6月（人）

施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員

地域区分

印字項目

印字項目

子どものための教育・保育給付請求書（幼稚園）

請求対象期間情報

設置者・事業者名

対象年度
対象月期間

<保育部分>

請求書発行責任者連絡先
請求金額（合計金額）

請求者情報

請求金額

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

請求対象月期間

＜請求金額算定内訳＞

12月（人）
1月（人）
2月（人）
3月（人）

うち管外児童数

7月（人）
8月（人）
9月（人）

11月（人）
10月（人）

開所時間

幼稚園教育要領に基づく教育を行う時間

4月（人）
5月（人）
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
満３歳児対応加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
満３歳児対応加配加算・満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
講師配置加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
講師配置加算・単価 ○
　うち下記以外・ 単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
講師配置加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

チーム保育加配加算・適用区分・人数 ○
0から3までは1刻みで、3から8
までは0.5刻みで選択可能。

チーム保育加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
チーム保育加配加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

通園送迎加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
通園送迎加算・単価 ○
　うち下記以外・ 単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
通園送迎加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

給食実施加算・適用区分・実施形態 ○ 非適用,施設内,搬入から選択可
給食実施加算・適用区分・日数 ○ 0から5までを1刻みで選択可
給食実施加算・単価 ○
　うち下記以外・ 単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
給食実施加算　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

外部監査費加算（３月のみ）・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
外部監査費加算（３月のみ）・単価 ○
外部監査費加算（３月のみ）　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児
（金額）

○

副食費徴収免除加算・適用区分・日数 ○ 0から20までを1刻みで選択可
副食費徴収免除加算・単価 ○

副食費徴収免除加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○

年齢別配置基準を下回る場合・適用区分・人数 ○ 人数を直接入力。
年齢別配置基準を下回る場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
年齢別配置基準を下回る場合・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児
（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

定員を恒常的に超過する場合・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
定員を恒常的に超過する場合・単価（小数） ○
定員を恒常的に超過する場合・5歳児,4歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合・3歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合・満3歳児 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児 ○
　うち下記以外・3歳児 ○
　うち下記以外・満3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児 ○
主幹教諭等専任加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
主幹教諭等専任加算　・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
主幹教諭等専任加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

子育て支援活動費加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
子育て支援活動費加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
子育て支援活動費加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児
（金額）

○

療育支援加算・適用区分・障害児 ○ 非適用,A,Bから選択可能。
療育支援加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
療育支援加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

事務職員配置加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
事務職員配置加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
事務職員配置加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分　・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児
（金額）

○

指導充実加配加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
指導充実加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
指導充実加配加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○

調整部分

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
事務負担対応加配加算・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
事務負担対応加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
事務負担対応加配加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○ 0から20までを1刻みで選択可
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○ 0から20までを1刻みで選択可
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・4歳以上児 ○ 0から100までを1刻みで選択可
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・3歳児 ○ 0から100までを1刻みで選択可
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・満3歳児 ○ 0から100までを1刻みで選択可
処遇改善等加算Ⅲ・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・満3歳児 ○

処遇改善等加算Ⅲ・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○

冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
１級地/2級地/3級地/4級地/そ
の他選択可能。

冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
施設関係者評価加算（３月のみ）・適用区分・公開保育 ○ 非適用,A,Bから選択可能。
施設関係者評価加算（３月のみ）・単価 ○
施設関係者評価加算（３月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳
児（金額）

○

除雪費加算（３月のみ）・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
除雪費加算（３月のみ）・単価 ○
除雪費加算（３月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
降灰除去費加算（３月のみ）・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
降灰除去費加算（３月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（３月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児 ○
施設機能強化推進費加算（３月のみ）・適用区分・金額 ○ 金額を直接入力。
施設機能強化推進費加算（３月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（３月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満
3歳児（金額）

○

小学校接続加算（３月のみ）・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
小学校接続加算（３月のみ）・単価 ○
小学校接続加算（３月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児 ○
栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○ 非適用,A,B.Cから選択可能。
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金
額）

○

第三者評価受審加算（３月のみ）・適用区分 ○ 非適用/適用選択可能。
第三者評価受審加算（３月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（３月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳
児（金額）

○

単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・5歳児（金額） ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・４歳児（金額） ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・３歳児（金額） ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・満３歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計…B・5歳児（金額） ○
単価合計…B・４歳児（金額） ○
単価合計…B・３歳児（金額） ○
単価合計…B・満３歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・満3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・満3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…
A・５歳児（金額）

○

保育認定子ども・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…
A・４歳児（金額）

○

保育認定子ども・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…
A・３歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
保育認定子ども・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…
A・満３歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計…B・5歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計…B・４歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計…B・３歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計…B・満３歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・5歳児

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・4歳児

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・3歳児

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・満3歳

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・5歳児

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・4歳児

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・3歳児

○

保育認定子ども・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児
童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・満3歳

○

保育認定子ども・公定価格小計（月途中入退所児童分を除
く）…E（A×C＋B×D）・5歳児（金額）

○

保育認定子ども・公定価格小計（月途中入退所児童分を除
く）…E（A×C＋B×D）・4歳児（金額）

○

保育認定子ども・公定価格小計（月途中入退所児童分を除
く）…E（A×C＋B×D）・3歳児（金額）

○

保育認定子ども・公定価格小計（月途中入退所児童分を除
く）…E（A×C＋B×D）・満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・5歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・5歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・4歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・満3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・3歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・満3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・
満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P)・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副
食費徴収免除加算を除く）…F・５歳児

○

保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副
食費徴収免除加算を除く）…F・４歳児

○

保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副
食費徴収免除加算を除く）…F・３歳児

○

保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副
食費徴収免除加算を除く）…F・満３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限る）…G・５
歳児

○

保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限る）…G・４
歳児

○

保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限る）…G・３
歳児

○

保育認定子ども・単価合計（日割り対象分に限る）…G・満
３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・単価合計（うち日割り対象外分）…H・５
歳児

○

保育認定子ども・単価合計（うち日割り対象外分）…H・４
歳児

○

保育認定子ども・単価合計（うち日割り対象外分）…H・３
歳児

○

保育認定子ども・単価合計（うち日割り対象外分）…H・満
３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F
×I÷20）・５歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F
×I÷20）・４歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F
×I÷20）・３歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F
×I÷20）・満３歳児

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G
×K÷20）・５歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G
×K÷20）・４歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G
×K÷20）・３歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G
×K÷20）・満３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F
×M÷20＋H）　・５歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F
×M÷20＋H）　・４歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F
×M÷20＋H）　・３歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F
×M÷20＋H）・　満３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月
途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G
×O÷20＋H）　・５歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G
×O÷20＋H）　・４歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G
×O÷20＋H）　・３歳児

○

保育認定子ども　公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G
×O÷20＋H）　・満３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
５歳児

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
４歳児

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
３歳児

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
満３歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
既支払額 ○
請求金額 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280165 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○ 満3歳,3歳,4歳,5歳から選択可
○ 1号/2号選択可能。
○ 未選択もしくは○を選択可能。
○ 未選択もしくは○を選択可能。

○
未選択もしくは1から20までを1
刻みで選択可能。

○ 未選択もしくは○を選択可能。
○
○ 未選択もしくは○を選択可能。
○
○

・・・
○

○
○ 満3歳,3歳,4歳,5歳から選択可
○ 1号/2号選択可能。
○ 未選択もしくは○を選択可能。
○ 未選択もしくは○を選択可能。

○
未選択もしくは1から20までを1
刻みで選択可能。

○ 未選択もしくは○を選択可能。
○
○ 未選択もしくは○を選択可能。
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・満3歳

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・４歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・３歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・満３歳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対
象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対
象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対
象者を除く）・満3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・４歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・３歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・満３歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

階層区分
保育料

月途中入退所児童の在籍中開所日数

児童数教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

副食費徴収免除加算・対象の有無

－１月から変更があった児童
副食費徴収免除加算・その他

在籍児童情
報・n人目

月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無

年齢

認定区分
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無

月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

生年月日

保育料

児童氏名

階層区分

認定区分

在籍児童一覧（幼稚園）

対象月期間

月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無

施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
児童氏名
生年月日

施設情報

在籍児童情
報・１人目

年齢

印字項目

副食費徴収免除加算・対象の有無
副食費徴収免除加算・その他
－１月から変更があった児童
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・満3歳

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・４歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・３歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・満３歳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対
象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対
象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対
象者を除く）・満3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・４歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・３歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・満３歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

月途中入退所児童の在籍中開所日数

保
育
認
定
子
ど
も

児童数
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帳票ID 0280166 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

私立保育所に係る委託費請求明細書（保育所）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価（分園）・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価（分園）・標準・3歳児 ○
基本分単価（分園）・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価（分園）・標準・乳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・3歳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・4歳以上児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・4歳以上児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・3歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・3歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児（金額） ○

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）

うち分園
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）

うち管外児童数

10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）
2月（人）
3月（人）

6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）

＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員

地域区分

利用定員（分園）
利用定員（合計）

＜開所/教育時間＞

保育短時間認定子どもに保育を行う時間

開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
私立保育所に係る委託費を請求するための明細書（私立保育所に係る委託費請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

私立保育所に係る委託費請求書

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
処遇改善等加算Ⅰ・標準・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・4歳以上児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・4歳以上児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・3歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・3歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園） ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園） ・標準・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・乳児（金額） ○
3歳児配置改善加算・適用区分 ○
3歳児配置改善加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
3歳児配置改善加算（金額） ○
　うち下記以外（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価・3歳以上児 ○
夜間保育加算・単価・3歳未満児 ○
　うち下記以外・単価・3歳以上児 ○
　うち下記以外・単価・3歳未満児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・3歳以上児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
夜間保育加算・3歳未満児・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・3歳以上児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・3歳未満児・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
チーム保育推進加算・適用区分 ○
チーム保育推進加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
チーム保育推進加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

副食費徴収免除加算・適用区分 ○
副食費徴収免除加算・単価 ○
副食費徴収免除加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・単価 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・5歳児,4歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・3歳児（金額） ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・2歳児,1歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・乳児（金額） ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・5歳児,4歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・3歳児（金額） ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・2歳児,1歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
施設長を配置していない場合・適用区分 ○
施設長を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
施設長を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

施設長を配置していない場合（分園）・適用区分 ○
施設長を配置していない場合（分園）・単価 ○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
施設長を配置していない場合（分園）・5歳児,4歳児,3歳児,2
歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合・適用区分・閉所日数 ○
土曜日に閉所する場合・標準・単価 ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○

土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○

土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・5歳児,4歳児（金 ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・2歳児,1歳児（金 ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・適用区分 ○
定員を恒常的に超過する場合・単価 ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・5歳児,4歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・2歳児,1歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・5歳児,4歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・3歳児（金 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・2歳児,1歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・乳児（金 ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
主任保育士専任加算・適用区分 ○
主任保育士専任加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
主任保育士専任加算　5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児
（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金
額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分　5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

療育支援加算・適用区分・障害児 ○
療育支援加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
療育支援加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

事務職員雇上費加算・適用区分 ○
事務職員雇上費加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
事務職員雇上費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分　5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金
額）

○

処遇改善等加算Ⅲ（分園）・適用区分・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・適用区分・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園） ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ （分園）・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ （分園）・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ （分園）・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園） ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳
児（金額）

○

降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

高齢者等活躍促進加算（3月のみ）・適用区分・時間数 ○
高齢者等活躍促進加算（3月のみ）・単価 ○
高齢者等活躍促進加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

小学校接続加算（3月のみ）・適用区分 ○
小学校接続加算（3月のみ）・単価 ○
小学校接続加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金
額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・5歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・4歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・3歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・2歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・1歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・乳児（金 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・5歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・4歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・3歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・2歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・1歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・乳児 ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…B・標準・5歳児（金額） ○
単価合計…B・標準・4歳児（金額） ○
単価合計…B・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…B・短時間・5歳児（金額） ○
単価合計…B・短時間・4歳児（金額） ○
単価合計…B・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・
5歳児（金額）

○

特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・
4歳児（金額）

○

特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・
3歳児（金額）

○

特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・
2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計…B・5歳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計…B・4歳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計…B・3歳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計…B・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・5歳児

○

特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・4歳児

○

特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・3歳児

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・2歳児

○

特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・5歳児

○

特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・4歳児

○

特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・3歳児

○

特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童
を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・2歳児

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）
…E（A×C＋B×D）・5歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）
…E（A×C＋B×D）・4歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）
…E（A×C＋B×D）・3歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）
…E（A×C＋B×D）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・5
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・4
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・3
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・2
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・1
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・乳
児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
5歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
4歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
3歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
2歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
1歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
分園・単価合計…B・標準・5歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・標準・4歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・標準・3歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・短時間・5歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・短時間・4歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・5歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・4歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・3歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・2歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・1歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・乳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・5歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・4歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・3歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・2歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・1歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・乳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・5歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・4歳児（人
数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・3歳児（人
数）

○
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分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・5歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・4歳児
（人数）

○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・3歳児
（人数）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除
く）…A・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除
く）…A・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除
く）…A・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（副食費徴収免除加算を除
く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・単価合計…B・5歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・単価合計…B・4歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・単価合計…B・3歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・単価合計…B・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・5
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・4
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・3
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・2
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・5
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・4
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・3
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・2
歳児（人数）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…E（A×C＋B×D）・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…E（A×C＋B×D）・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…E（A×C＋B×D）・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…E（A×C＋B×D）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・5歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・2歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・5歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・4歳児（金額）

○
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単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・2歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・2歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・1歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・5歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・4歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・2歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・1歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・5歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・4歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・3歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・2歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・1歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標準・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標準・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標準・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短時間・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短時間・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短時間・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標準・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標準・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標準・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短時間・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短時間・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短時間・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
乳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食
費徴収免除加算を除く）…F・5歳児（金額）

○

特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食
費徴収免除加算を除く）…F・4歳児（金額）

○

特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食
費徴収免除加算を除く）…F・3歳児（金額）

○

特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食
費徴収免除加算を除く）…F・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…G・5歳児
（金額）

○

特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…G・4歳児
（金額）

○

特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…G・3歳児
（金額）

○

特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…G・2歳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…H・5歳児
（金額）

○

特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…H・4歳児
（金額）

○

特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…H・3歳児
（金額）

○

特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…H・2歳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I
÷20）・5歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I
÷20）・4歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I
÷20）・3歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I
÷20）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限
り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）…K・
在籍中開所日数・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限
り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）…K・
在籍中開所日数・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限
り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）…K・
在籍中開所日数・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限
り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）…K・
在籍中開所日数・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×
K÷20）・5歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×
K÷20）・4歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×
K÷20）・3歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×
K÷20）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…
M・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…
M・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…
M・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…
M・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×
M÷20＋H）・5歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×
M÷20＋H）・4歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×
M÷20＋H）・3歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×
M÷20＋H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…
O・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…
O・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…
O・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数（月途
中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…
O・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×
O÷20＋H）・5歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×
O÷20＋H）・4歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×
O÷20＋H）・3歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×
O÷20＋H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J
＋L＋N＋P）5歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J
＋L＋N＋P）4歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J
＋L＋N＋P）3歳児（金額）

○

特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J
＋L＋N＋P）2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・5歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・4歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・3歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・2歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・1歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・乳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・5歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・4歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・3歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・2歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・1歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

分園・単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・5歳児
（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・4歳児
（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・3歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…G・短時間・5歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…G・短時間・4歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…G・短時間・3歳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・5歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・4歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・3歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・2歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・1歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・乳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・5歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・4歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・3歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・2歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・1歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標
準・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標
準・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標
準・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短
時間・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短
時間・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短
時間・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷
20）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷
20）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷
20）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・2歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・1歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・乳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・2歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・1歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・乳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標
準・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標
準・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標
準・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短
時間・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短
時間・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短
時間・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋
H）・5歳児（金額）

○
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分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋
H）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋
H）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、か
つ、副食費徴収免除加算を除く）…F・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、か
つ、副食費徴収免除加算を除く）…F・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、か
つ、副食費徴収免除加算を除く）…F・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限り、か
つ、副食費徴収免除加算を除く）…F・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
G・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
G・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
G・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
G・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

分園・特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
H・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
H・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
H・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
H・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…I・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…I・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…I・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中入所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…I・2歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J
（F×I÷20）・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J
（F×I÷20）・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J
（F×I÷20）・3歳児（金額）

○
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分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…J
（F×I÷20）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児
童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）
…K・在籍中開所日数・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児
童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）
…K・在籍中開所日数・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児
童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）
…K・在籍中開所日数・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童（月途中入所児
童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）
…K・在籍中開所日数・2歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L
（G×K÷20）・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L
（G×K÷20）・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L
（G×K÷20）・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…L
（G×K÷20）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…M・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…M・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…M・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除
く）…M・2歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
N（F×M÷20＋H）・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
N（F×M÷20＋H）・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
N（F×M÷20＋H）・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
N（F×M÷20＋H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限
る）…O・5歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限
る）…O・4歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限
る）…O・3歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・請求先市区町村の児童在籍中開所日数
（月途中退所児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限
る）…O・2歳児（日数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P
（G×O÷20＋H）・5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P
（G×O÷20＋H）・4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P
（G×O÷20＋H）・3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…P
（G×O÷20＋H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…Q（J＋L＋N＋P）5歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…Q（J＋L＋N＋P）4歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…Q（J＋L＋N＋P）3歳児（金額）

○

分園・特別利用保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…Q（J＋L＋N＋P）2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・5歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・4歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・3歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・2歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・1歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280167 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

保育料
保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無

副食費徴収免除加算・対象の有無
副食費徴収免除加算・その他
－1月から変更があった児童
階層区分

標準／短時間／教育
分園

標準／短時間／教育
分園

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分

月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分

月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
副食費徴収免除加算・対象の有無
副食費徴収免除加算・その他
－1月から変更があった児童
階層区分
保育料

在籍児童一覧（保育所）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（人）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童及び副
食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途中入所児童で、かつ、
副食費徴収免除対象者であるものに限る）・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

請求先市区町村の児童（月途入所児童を除き、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する。

教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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帳票ID 0280168 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書(幼保連携型認定こども園)
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

4月（人） ○
5月（人） ○
6月（人） ○
7月（人） ○
8月（人） ○
9月（人） ○
10月（人） ○
11月（人） ○
12月（人） ○
1月（人） ○
2月（人） ○
3月（人） ○
請求月に係る月初在籍児童予定数（人） ○
うち管外児童数 ○
4月（人） ○
5月（人） ○
6月（人） ○
7月（人） ○
8月（人） ○
9月（人） ○
10月（人） ○
11月（人） ○
12月（人） ○
1月（人） ○
2月（人） ○
3月（人） ○
請求月に係る月初在籍児童予定数（人） ○
うち分園 ○
うち管外児童数 ○
基本分単価・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・3歳児,満3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・4歳以上児 ○

利用定員（保育・合計）・2号

＜請求金額算定内訳
（教育）＞

基本加算部分

＜開所/教育時間＞ 開所時間

保育短時間認定子どもに保育を行う時間
教育＜月初在籍児童（予定）数

保育

幼稚園教育要領に基づく教育を行う時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員（教育）

地域区分

利用定員（保育）

利用定員（保育・分園）

利用定員（保育・合計）・3号

利用定員（保育・合計）

利用定員（保育）・2号
利用定員（保育）・3号

利用定員（保育・分園）・2号
利用定員（保育・分園）・3号

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

子どものための教育・保育給付請求書（認定子ども園）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
処遇改善等加算Ⅰ・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・3歳児,満3歳児（金額） ○
副園長・教頭配置加算・適用区分 ○
副園長・教頭配置加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
副園長・教頭配置加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
学級編制調整加配加算・適用区分 ○
学級編制調整加配加算算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
学級編制調整加配加算 ・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分 ・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
3歳児配置改善加算・適用区分 ○
3歳児配置改善加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
3歳児配置改善加算・3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児,満3歳児（金額） ○
満3歳児対応加配加算・適用区分 ○
満3歳児対応加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
満3歳児対応加配加算・満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
講師配置加算・適用区分 ○
講師配置加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
講師配置加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
チーム保育加配加算・適用区分・人数 ○
チーム保育加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
チーム保育加配加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
通園送迎加算・適用区分 ○
通園送迎加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
通園送迎加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
給食実施加算・適用区分・実施形態 ○
給食実施加算・適用区分・日数 ○
給食実施加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
給食実施加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
外部監査費加算（3月のみ）・適用区分 ○
外部監査費加算（3月のみ）・単価 ○
外部監査費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
副食費徴収免除加算・適用区分・日数 ○
副食費徴収免除加算・単価 ○
副食費徴収免除加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合・適用区分

○

主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合・単価

○

　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
年齢別配置基準を下回る場合・適用区分・人数 ○
年齢別配置基準を下回る場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
年齢別配置基準を下回る場合・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
配置基準上求められる職員資格を有しない場合・適用区分・
人数

○

配置基準上求められる職員資格を有しない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
配置基準上求められる職員資格を有しない場合・5歳児,4歳
児,3歳児,満3歳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
定員を恒常的に超過する場合・適用区分 ○
定員を恒常的に超過する場合・単価 ○
定員を恒常的に超過する場合・5歳児,4歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合・3歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合・満3歳児 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児 ○
　うち下記以外・3歳児 ○
　うち下記以外・満3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児 ○
療育支援加算・適用区分・障害児 ○
療育支援加算・単価 ○

調整部分

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
療育支援加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
事務職員配置加算・適用区分 ○
事務職員配置加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
事務職員配置加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
指導充実加配加算・適用区分 ○
指導充実加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
指導充実加配加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
事務負担対応加配加算・適用区分 ○
事務負担対応加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
事務負担対応加配加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・満3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・満3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
施設関係者評価加算（3月のみ）・適用区分・公開保育 ○
施設関係者評価加算（3月のみ）・単価 ○
施設関係者評価加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児 ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金額） ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3
歳児（金額）

○

小学校接続加算（3月のみ）・適用区分 ○
小学校接続加算（3月のみ）・単価 ○
小学校接続加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児（金 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,満3歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・5歳児（金額） ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・4歳児（金額） ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・3歳児（金額） ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・満3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計…B・5歳児（金額） ○
単価合計…B・4歳児（金額） ○
単価合計…B・3歳児（金額） ○
単価合計…B・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・満3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・満3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・5歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・5歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・4歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・満3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・3歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・満3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・
満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
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公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P)・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
満3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q）・満3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
複数月一括請求…S（R×請求月数）・請求月数・5歳児（金 ○
複数月一括請求…S（R×請求月数）・請求月数・4歳児（金 ○
複数月一括請求…S（R×請求月数）・請求月数・3歳児（金 ○
複数月一括請求…S（R×請求月数）・請求月数・満3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・満3歳児（金額） ○
既支払額…T ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価（分園）・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価（分園）・標準・3歳児 ○
基本分単価（分園）・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価（分園）・標準・乳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・3歳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価（分園）・短時間・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・4歳以上児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・4歳以上児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・3歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・3歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・4歳以上児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・4歳以上児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・3歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・3歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ（分園）・短時間・乳児（金額） ○
3歳児配置改善加算・適用区分 ○
3歳児配置改善加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
3歳児配置改善加算（金額） ○
　うち下記以外（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価・3歳以上児 ○
夜間保育加算・単価・3歳未満児 ○
　うち下記以外・単価・3歳以上児 ○
　うち下記以外・単価・3歳未満児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・3歳以上児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
夜間保育加算・3歳未満児・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・3歳以上児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○

＜請求金額算定内訳
（保育）＞

基本加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・3歳未満児・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

チーム保育加配加算・適用区分・人数 ○
チーム保育加配加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
チーム保育加配加算・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
外部監査費加算（3月のみ）・適用区分 ○
外部監査費加算（3月のみ）・単価 ○
外部監査費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

副食費徴収免除加算・適用区分 ○
副食費徴収免除加算・単価 ○
副食費徴収免除加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない場合・適用 ○
教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない場合・5歳
児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

分園の場合（分園の子どものみ）・標準・単価 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・5歳児,4歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・3歳児（金額） ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・2歳児,1歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・標準・乳児（金額） ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・5歳児,4歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・3歳児（金額） ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・2歳児,1歳児（金 ○
分園の場合（分園の子どものみ）・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・適用区分・閉所日数 ○
土曜日に閉所する場合・標準・単価 ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・5歳児,4歳児（金 ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・2歳児,1歳児（金 ○
土曜日に閉所する場合（分園）・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合・適用区分

○

主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合・単価

○

　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

年齢別配置基準を下回る場合・適用区分・人数 ○
年齢別配置基準を下回る場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
年齢別配置基準を下回る場合5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

配置基準上求められる職員資格を有しない場合・適用区分・ ○
配置基準上求められる職員資格を有しない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
配置基準上求められる職員資格を有しない場合・5歳児,4歳
児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合・適用区分 ○
定員を恒常的に超過する場合・単価 ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・5歳児,4歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・2歳児,1歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・5歳児,4歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・3歳児（金 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・2歳児,1歳児 ○
定員を恒常的に超過する場合（分園）・短時間・乳児（金 ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
療育支援加算・適用区分・障害児 ○
療育支援加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
療育支援加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・適用区分・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・適用区分・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園） ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ （分園）・単価・4歳以上児 ○
処遇改善等加算Ⅲ （分園）・単価・3歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ （分園）・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園） ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ（分園）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
施設関係者評価加算（3月のみ）・適用区分・公開保育 ○
施設関係者評価加算（3月のみ）・単価 ○
施設関係者評価加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1
歳児,乳児（金額）

○

除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

高齢者等活躍促進加算（3月のみ）・適用区分・時間数 ○
高齢者等活躍促進加算（3月のみ）・単価 ○
高齢者等活躍促進加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

小学校接続加算（3月のみ）・適用区分 ○
小学校接続加算（3月のみ）・単価 ○
小学校接続加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・5歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・4歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・3歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・2歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・1歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・乳児（金 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・5歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・4歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・3歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・2歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・1歳児 ○
単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…B・標準・5歳児（金額） ○
単価合計…B・標準・4歳児（金額） ○
単価合計…B・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…B・短時間・5歳児（金額） ○
単価合計…B・短時間・4歳児（金額） ○
単価合計…B・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・4歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、かつ、
副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×C＋B×
D）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・5
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・4
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・3
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・2
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・1
歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・標準・乳
児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
5歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
4歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
3歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
2歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
1歳児（金額）

○

分園・単価合計（副食費徴収免除加算を除く）…A・短時間・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
分園・単価合計…B・標準・5歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・標準・4歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・標準・3歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・短時間・5歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・短時間・4歳児（金額） ○
分園・単価合計…B・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・5歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・4歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・3歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・2歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・1歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・標準・乳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・5歳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・4歳児

○
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分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・3歳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・2歳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・1歳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…C・短時間・乳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・5歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・4歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・標準・3歳児（人

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・5歳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・4歳児

○

分園・請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除き、
かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…D・短時間・3歳児

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…E（A×
C＋B×D）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・5歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・2歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・5歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・2歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免除加算
を除く）…F・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・2歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・1歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・5歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・4歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・2歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・1歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標準・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標準・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標準・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短時間・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短時間・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短時間・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷20）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標準・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短時間・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・2歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋H）・
標準・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標準・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標準・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標準・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短時間・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短時間・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短時間・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋H）・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋P）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・5歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・4歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・3歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・2歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・1歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・標準・乳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・5歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・4歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・3歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・2歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・1歳児（金額）

○

分園・単価合計（日割り対象分に限り、かつ、副食費徴収免
除加算を除く）…F・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・5歳児 ○
分園・単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・4歳児 ○
分園・単価合計（日割り対象分に限る）…G・標準・3歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…G・短時間・5歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…G・短時間・4歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…G・短時間・3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・5歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・4歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・3歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・2歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・1歳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・標準・乳児 ○
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・5歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・4歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・3歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・2歳児
（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・1歳児
（金額）

○

分園・単価合計（うち日割り対象外分）…H・短時間・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・標
準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…I・短時
間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…J（F×I÷20）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標
準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標
準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・標
準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短
時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短
時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…K・短
時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷
20）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷
20）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入所児童分）…L（G×K÷
20）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・標
準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）…M・短
時間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・標準・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・標準・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・標準・3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・標準・2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・標準・1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…N（F×M÷20＋
H）・標準・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標
準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標
準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・標
準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短
時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短
時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所
児童に限り、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）…O・短
時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋
H）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋
H）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中退所児童分）…P（G×O÷20＋
H）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・5歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・4歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・3歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・2歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・1歳児（金額）

○

分園・公定価格小計（月途中入退所児童分）…Q（J＋L＋N＋
P）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…R（E＋Q)・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・5歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・4歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・3歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・2歳児（金額） ○
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・1歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
分園・年齢区分別計…R（E＋Q)・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280169 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・満3歳

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・４歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・３歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・満３歳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・４歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・３歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・満３歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者に限る）・満3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

在籍児童一覧（教育） （認定こども園）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名

在籍児童情
報・１人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
副食費徴収免除加算・対象の有無
副食費徴収免除加算・その他
－１月から変更があった児童
階層区分
保育料

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

階層区分

生年月日
年齢
認定区分
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
副食費徴収免除加算・対象の有無

児童氏名

保育料

副食費徴収免除加算・その他
－１月から変更があった児童
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帳票ID 0280170 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

在籍児童一覧（保育） (認定こども園)

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
分園
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
副食費徴収免除加算・対象の有無
副食費徴収免除加算・その他
－1月から変更があった児童
階層区分
保育料

月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
副食費徴収免除加算・対象の有無
副食費徴収免除加算・その他
－1月から変更があった児童
階層区分
保育料

保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
分園
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

分
園
・
保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
き、かつ、副食費徴収免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

も

月途中入退所児童の在籍中開所日数

分
園
・
保
育
標
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所児童に限り、か
つ、副食費徴収免除対象者であるものに限る）・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280171 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（家庭的保育事業）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・5歳児,4歳児,3歳児 ○
基本分単価・2歳児,1歳児,乳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価 ○
処遇改善等加算Ⅰ・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
資格保有者加算・適用区分 ○
資格保有者加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
資格保有者加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

家庭的保育補助者加算・適用区分 ○
家庭的保育補助者加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
家庭的保育補助者加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

家庭的保育支援加算・適用区分 ○
家庭的保育支援加算・標準・単価 ○
家庭的保育支援加算・短時間・単価 ○
家庭的保育支援加算・標準・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

家庭的保育支援加算・短時間・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

子どものための教育・保育給付請求書（家庭的保育事業）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

＜請求金額算定内訳＞

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数

基本加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
障害児保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・短時間・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
土曜日に閉所する場合・適用区分・閉所日数 ○
土曜日に閉所する場合・標準・単価 ○
土曜日に閉所する場合・短時間・単価 ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1
歳児,乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・子ども数 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳
児,3歳児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児,3歳児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○

調整部分

特定加算部分
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳
児,3歳児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児,3歳児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

62



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児4歳児,3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児4歳児,3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児4歳児,3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児4歳児,3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児(人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児(人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児(人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児(人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児

○

63



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児,3
歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児,乳
児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳
児,3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児,3
歳児（金額）

○

単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児,乳
児（金額）

○

単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳
児,3歳児（金額）

○

単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児
（金額）

○
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公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・短時間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280172 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

副食費徴収免除対象
－1月から変更があった児童

階層区分
保育料

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

在籍児童一覧（家庭的保育事業）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

児童数保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も
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請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数

児童数教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280173 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（小規模保育事業Ａ型）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数
月初における満3歳以上児数が利用定員の3割未満（適用・非適用）

＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求書（小規模保育事業A型）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・適用区分・閉所日数 ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○

特定加算部分

80



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳
児（人数）

○
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280174 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

－1月から変更があった児童

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

在籍児童一覧（小規模保育事業A型）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280175 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（小規模保育事業B型）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
保育士比率向上加算・適用区分・区分 ○
保育士比率向上加算・単価・1・2歳児 ○
保育士比率向上加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数
月初における満3歳以上児数が利用定員の3割未満（適用・非適用）

＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求書（小規模保育事業B型）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
保育士比率向上加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
保育士比率向上加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
保育士比率向上加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳歳（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳歳（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳歳（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳歳（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

99
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳
児（人数）

○
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
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単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳歳（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳歳（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児
（金額）

○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児
（金額）

○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児
（金額）

○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児
（金額）

○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児
（金額）

○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280176 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

在籍児童情
報・n人目

－1月から変更があった児童

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

在籍児童一覧（小規模保育事業B型）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児
（人）

○

保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

教
育
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児
（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

定
子
ど
も

月途中入退所児童の在籍中開所日数

113



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280177 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（小規模保育事業C型）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
資格保有者加算・適用区分・区分 ○
資格保有者加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
資格保有者加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数

＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求書（小規模保育事業C型）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・子ども数 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳歳（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

特定加算部分
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単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳歳（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳歳（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳歳（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○
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公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳
児（人数）

○
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳歳（金額）

○
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単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳歳（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳歳（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳歳（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳歳（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児
（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児
（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○
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公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○

130



帳票ID 0280178 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

－1月から変更があった児童

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
階層区分
保育料

在籍児童一覧（小規模保育事業C型）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280179 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（事業所内保育事業(定員19人以下(小規模保育事業A型基準))）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
従業員枠の子どもの場合・単価 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数
月初における満3歳以上児数が利用定員の3割未満（適用・非適用）

従業員枠の子ども
＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

どものための教育・保育給付請求明細書（事業所内保育事業(定員19人以下(小規模保育事業A型基準)

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・B ○
処遇改善等加算Ⅱ・A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人
数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳
児（人数）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○
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単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1
歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・
乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時
間・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳
児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…O・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Q・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…U・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除
く）…W・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除
く）…Y・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限
る）…AC・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○

地域枠のこども
＜請求金額算定内訳＞

149



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
従業員枠の子どもの場合・単価 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○

基本加算部分

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○
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定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

特定加算部分

152



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳

○
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280180 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

従
業
員
枠
の
子
ど
も
・
保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

地域枠の子ども

－1月から変更があった児童

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無

副食費徴収免除対象

階層区分
保育料

月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

地域枠の子ども

－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象

階層区分
保育料

在籍児童一覧（事業所内保育事業(19人以下A型)）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

従
業
員
枠
の
子
ど
も
・
保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

従
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請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

地
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月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280181 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（事業所内保育事業(定員19人以下(小規模保育事業B型基準))）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
従業員枠の子どもの場合・単価 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
保育士比率向上加算・適用区分・区分・区分 ○
保育士比率向上加算・単価・1・2歳児 ○
保育士比率向上加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○

どものための教育・保育給付請求明細書（事業所内保育事業(定員19人以下(小規模保育事業B型基準)

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数
月初における満3歳以上児数が利用定員の3割未満（適用・非適用）

従業員枠の子ども
＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
保育士比率向上加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
保育士比率向上加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
保育士比率向上加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・B ○
処遇改善等加算Ⅱ・A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・標

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳

○
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特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
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単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
保育士比率向上加算・適用区分・区分 ○
保育士比率向上加算・単価・1・2歳児 ○
保育士比率向上加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○

地域枠のこども
＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
保育士比率向上加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
保育士比率向上加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
保育士比率向上加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
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　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○

特定加算部分
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単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

190



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280182 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

在籍児童一覧（事業所内保育事業(19人以下B型)）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
地域枠の子ども
階層区分
保育料

月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
地域枠の子ども
階層区分
保育料

従
業
員
枠
の
子
ど
も
・
保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無

194



実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

従
業
員
枠
の
子
ど
も
・
保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

地
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280183 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（事業所内保育事業(定員20人以上)）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
従業員枠の子どもの場合・単価 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○

子どものための教育・保育給付請求明細書（事業所内保育事業(定員20人以上)）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
利用定員
地域区分

2月（人）

＜開所/教育時間＞ 開所時間
保育標準時間認定子どもに保育を行う時間
保育短時間認定子どもに保育を行う時間

＜月初在籍児童（予定）数4月（人）
5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数

従業員枠の子ども
＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・1、2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価・乳児 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○
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請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・標

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○
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単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○
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公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○
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公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
基本分単価・標準・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・標準・3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・標準・乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・短時間・3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児 ○
基本分単価・短時間・乳児 ○
基本分単価・教育・5歳児,4歳児 ○
基本分単価・教育・3歳児 ○
基本分単価・教育・2歳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・1・2歳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・乳児・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・乳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・短時間・乳児（金額） ○
障害児保育加算・適用区分 ○
障害児保育加算・単価・1・2歳児 ○
障害児保育加算・単価・乳児 ○
　うち下記以外・単価・1・2歳児 ○
　うち下記以外・単価・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・1・2歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価・乳児 ○
障害児保育加算・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
障害児保育加算・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
障害児保育加算・乳児・乳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・乳児・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・5歳児,4歳児,3歳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1・2歳児・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児・乳児（金額） ○
休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○

地域枠のこども
＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

減価償却費加算・適用区分・地域 ○
減価償却費加算・単価 ○
減価償却費加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
賃借料加算・適用区分・地域（非適用,標準,都市部） ○
賃借料加算・適用区分・地域（a,b,c,d地域） ○
賃借料加算・単価 ○
賃借料加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
連携施設を設定しない場合・適用区分 ○
連携施設を設定しない場合・単価 ○
連携施設を設定しない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・適用区分

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・単価

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・標準・乳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・3歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

食事の提供について自園調理又は連携施設からの搬入以外の
方法による場合）・短時間・乳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
管理者を配置していない場合・適用区分 ○
管理者を配置していない場合・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
管理者を配置していない場合・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・適用区
分・閉所日数

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・単価 ○
土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・2
歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・標準・乳
児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
5歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
3歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
2歳児,1歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・短時間・
乳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・5
歳児,4歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・3
歳児（金額）

○

土曜日に閉所する場合 （障害児保育加算を除く）・教育・2
歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○

調整部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・標準・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・短時間・乳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・3歳児（金額） ○
土曜日に閉所する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・適 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・単 ○
定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・標
準・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・短
時間・乳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・5歳児,4歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・3歳児（金額）

○

定員を恒常的に超過する場合（障害児保育加算を除く）・教
育・2歳児（金額）

○

　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・標準・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・短時間・乳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・3歳児（金額） ○
定員を恒常的に超過する場合・教育・2歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・乳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・乳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・3歳児（金額） ○
　うち下記以外・教育・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・教育・2歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

冷暖房費加算・適用区分・地域 ○
冷暖房費加算・単価 ○
冷暖房費加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
除雪費加算（3月のみ）・適用区分 ○
除雪費加算（3月のみ）・単価 ○
除雪費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・適用区分 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・単価 ○
降灰除去費加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳
児,乳児（金額）

○

施設機能強化推進費加算（3月のみ）・適用区分・金額 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・単価 ○
施設機能強化推進費加算（3月のみ）・5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

栄養管理加算・適用区分・配置形態 ○
栄養管理加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
栄養管理加算・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

第三者評価受審加算（3月のみ）・適用区分 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（3月のみ）・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳
児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・標
準・乳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・3歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（障害児保育加算、副食費免除対象を除く）…A・短
時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・標準・乳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （障害児保育加算を除く）…B・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・標準・乳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・5歳児,4歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・3歳児（金 ○
単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・2歳児,1歳
児（金額）

○

単価合計 （副食費免除対象を除く）…C・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計…D・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
単価合計…D・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児、副食
費免除対象者を除く）…E・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、障害児を除
き、副食費免除対象者に限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童、副食費免除対
象者を除き、障害児に限る）…G・短時間・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除き、障害
児、副食費免除対象者に限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…I（A×E＋B×
F＋C×G＋D×H）・乳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（障害児保育加算、副食費免
除対象を除く）…A・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （障害児保育加算を除く）…
B・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計 （副食費免除対象を除く）…
C・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・5歳児,4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…D・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・5歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・4歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・3歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児、副食費免除対象者を除く）…E・2歳児（人

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、障害児を除き、副食費免除対象者に限る）…F・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童、副食費免除対象者を除き、障害児に限る）…G・2歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・5歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・4歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・3歳

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数 （月途中入退
所児童を除き、障害児、副食費免除対象者に限る）…H・2歳

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…I（A×E＋B×F＋C×G＋D×H）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分に限り、障害児、副食費免除対象を
除く）…J・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
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　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、副食費免除対象に限り、障害児を
除く）…K・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・標準・乳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・5歳児,4歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・3歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・2歳児,1歳児（金額）

○

単価合計（日割り対象分、障害児に限り、副食費免除対象を
除く）…L・短時間・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…M・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・5歳児,4歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・2歳児,1歳児 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…N・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…O・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…P（J×O÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童 ・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数 （月途中入所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Q・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…R（K×Q÷25）・3歳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・5

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・4

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・3

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・2

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・1

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・標準・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…S・短時間・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…T（L×S÷25）・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…U・短時間・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…V（M×U÷25））・3
歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・1歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・標準・乳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・2歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・1歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限り、障害児、副食費免除対象者を除く）…W・短時間・乳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…X（J×W÷25＋N）・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費免除対象者に限り、障害児を除く）…Y・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…Z（K×Y÷25＋
N））・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・標準・

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
障害児に限り、副食費徴収免除対象者を除く）…AA・短時

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AB（L×AA÷25＋
N）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・標準・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・5歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・4歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童、
副食費徴収免除対象者、障害児に限る）…AC・短時間・3歳

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AD（M×AC÷25＋
N）・3歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・1歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…AE（P＋R＋T＋
V+X+Z+AB+AD）・乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限り、障害
児、副食費免除対象を除く）…J・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、副食費免除
対象に限り、障害児を除く）…K・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分、障害児に限
り、副食費免除対象を除く）…L・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
M・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・5歳児,4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（うち日割り対象外分）…
N・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…P
（J×O÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数 （月途中入所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・4歳児（金額）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
R（K×Q÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…S・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…T
（L×S÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…V
（M×U÷25））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限り、障害児、副食費免除対象者を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…X
（J×W÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費免除対象者に限り、障害児を除

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…Z
（K×Y÷25＋N））・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、障害児に限り、副食費徴収免除対象者
を除く）…AA・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AB（L×AA÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童、副食費徴収免除対象者、障害児に限

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AD（M×AC÷25＋N）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…
AE（P＋R＋T＋V+X+Z+AB+AD）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…AF（I＋AE）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280184 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

在籍児童一覧（事業所内保育事業(20人以上)）

印字項目
対象月期間

施設情報 施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
地域枠の子ども
階層区分
保育料

月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数
－1月から変更があった児童
副食費徴収免除対象
地域枠の子ども
階層区分
保育料

従
業
員
枠
の
子
ど
も
・
保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

従
業
員
枠
の
子
ど
も
・
保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数
（月途中入所に限り、障害児、副食費免除対象者を
除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

従
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・1歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・乳児（人）

○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、障害
児を除き、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童、副食
費免除対象者を除き、障害児に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・5歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・4歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・3歳児

○

請求先市区町村の児童数 （月途中入退所児童を除
き、障害児、副食費免除対象者に限る）・2歳児

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、副食費徴収
免除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中入所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所に限り、障害
児、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費徴収免
除対象に限り、障害児を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

地
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の
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・
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育
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準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、障害児に限
り、副食費免除対象者を除く）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童（月途中退所、副食費免除対
象者、障害児に限る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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帳票ID 0280185 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

<教育部分>合計金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算 ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○
金額（当月分+翌月以降分＋既支払分精算額） ○
当月分（概算）請求額 ○
翌月以降分（概算）請求額合計 ○
内訳）○月分概算請求額（月） ○
内訳）○月分概算請求額（金額） ○
既支払分精算額（差額調整分） ○
内訳）○月分精算請求額（月） ○
内訳）○月分精算請求額（金額） ○

○
共通項目参照。金融機関、口座
種目、口座番号、口座名義人等
が含まれる

○
首長名 ○
委任者・事業者名 ○
委任者・代表者職/氏名 ○
委任者・事業者所在地 ○
受任者・事業者名 ○
受任者・代表者職/氏名 ○
受任者・事業者所在地 ○

○
○
○

子どものための教育・保育給付請求明細書（居宅訪問型保育事業）
実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など

○
○
○

○
○

＜開所/教育時間＞ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

基本分単価・標準・5歳児,4歳児,3歳児 ○
基本分単価・標準・2歳児,1歳児,乳児 ○
基本分単価・短時間・5歳児,4歳児,3歳児 ○
基本分単価・短時間・2歳児,1歳児,乳児 ○
処遇改善等加算Ⅰ・適用区分・加算率 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・標準 ○
処遇改善等加算Ⅰ・単価・短時間 ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
処遇改善等加算Ⅰ・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
資格保有者加算・適用区分 ○
資格保有者加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
資格保有者加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

休日保育加算・適用区分・子ども数 ○
休日保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
休日保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

夜間保育加算・適用区分 ○
夜間保育加算・単価 ○
　うち下記以外・単価 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・単価 ○
夜間保育加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○

子どものための教育・保育給付請求明細書（居宅訪問型保育事業）

印字項目

請求対象期間情報
対象年度
対象月期間

発行年月日
首長肩書
帳票タイトル
通知文本文

請求者情報

設置者・事業者名
代表者職/氏名
設置者・事業者所在地
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名
請求書発行責任者氏名
請求書発行責任者連絡先

請求金額

請求金額（合計金額）
内訳1）子どものための教育・保育給付（金額）
内訳2）自治体独自加算（金額）
内訳3）その他（金額）

＜子どものための教育・保育に係る内訳＞
＜子どものための教育・保育給付額＞

<教育部分>

<保育部分>

振込先

口座情報

債権者登録番号

委任欄

添付書類
子どものための教育・保育給付を請求するための明細書（子どものための教育・保育給付請求明細書）
明細書に係る在籍児童の一覧（在籍児童一覧）
その他市区町村長が必要と認める書類（○○○○○）

印字項目
請求対象月期間
＜基本情報＞ 施設・事業所番号

施設・事業所所在地
施設・事業所名
地域区分

2月（人）

開所時間
＜月初在籍児童（予定）数4月（人）

5月（人）
6月（人）
7月（人）
8月（人）
9月（人）
10月（人）
11月（人）
12月（人）
1月（人）

3月（人）
請求月に係る月初在籍児童予定数（人）
うち管外児童数

＜請求金額算定内訳＞

基本加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

連携施設加算・適用区分・障害・疾病 ○
連携施設加算・単価 ○
連携施設加算・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
特定の日に保育を行わない場合・適用区分・日数 ○
特定の日に保育を行わない場合・単価・標準 ○
特定の日に保育を行わない場合・単価・短時間 ○
特定の日に保育を行わない場合・標準・5歳児,4歳児,3歳児 ○
特定の日に保育を行わない場合・標準・2歳児,1歳児,乳児 ○
特定の日に保育を行わない場合・短時間・5歳児,4歳児,3歳児 ○
特定の日に保育を行わない場合・短時間・2歳児,1歳児,乳児 ○
　うち下記以外・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・標準・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金額） ○
　うち下記以外・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児,4歳児,3歳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児,1歳児,乳児（金 ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・適用区分・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数A ○
処遇改善等加算Ⅱ・単価・人数B ○
処遇改善等加算Ⅱ・人数A・5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,
乳児（金額）

○

処遇改善等加算Ⅲ・適用区分・子ども数 ○
処遇改善等加算Ⅲ・単価 ○
処遇改善等加算Ⅲ・ 5歳児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金 ○
第三者評価受審加算（３月のみ、利用子ども1人のみ）・適用 ○
第三者評価受審加算（３月のみ、利用子ども1人のみ）・単価 ○
第三者評価受審加算（３月のみ、利用子ども1人のみ）・ 5歳
児,4歳児,3歳児,2歳児,1歳児,乳児（金額）

○

単価合計…A・標準・5歳児（金額） ○
単価合計…A・標準・4歳児（金額） ○
単価合計…A・標準・3歳児（金額） ○
単価合計…A・標準・2歳児（金額） ○
単価合計…A・標準・1歳児（金額） ○
単価合計…A・標準・乳児（金額） ○
単価合計…A・短時間・5歳児（金額） ○
単価合計…A・短時間・4歳児（金額） ○
単価合計…A・短時間・3歳児（金額） ○
単価合計…A・短時間・2歳児（金額） ○
単価合計…A・短時間・1歳児（金額） ○
単価合計…A・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
標準・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
標準・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
標準・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
標準・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
標準・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
標準・乳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
短時間・5歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
短時間・4歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
短時間・3歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
短時間・2歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
短時間・1歳児（人数）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除く）…B・
短時間・乳児（人数）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（人数） ○
公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…C（A×B）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…C（A×B）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…C（A×B）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…C（A×B）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…C（A×B）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中入退所児童分を除く）…C（A×
B））・乳児（金額）

○

調整部分

特定加算部分
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…A・5歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…A・4歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…A・3歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計…A・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除く）…B・5歳児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除く）…B・4歳児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除く）…B・3歳児（人数）

○

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童数（月途中入退
所児童を除く）…B・2歳児（人数）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…C（A×B）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…C（A×B）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…C（A×B）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分を
除く）…C（A×B）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・標準・2歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・標準・1歳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・標準・乳児（金額） ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・短時間・5歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・短時間・4歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・短時間・2歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・短時間・1歳児（金 ○
単価合計（日割り対象分に限る）…D・短時間・乳児（金 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・標準・5歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・標準・4歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・標準・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・標準・2歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・標準・1歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・標準・乳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・短時間・5歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・短時間・4歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・短時間・3歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・短時間・2歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・短時間・1歳児（金 ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・短時間・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…・F・標準・5歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・標準・4歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・標準・3歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・標準・2歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・標準・1歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・標準・乳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・短時間・5歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・短時間・4歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・短時間・3歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・短時間・2歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・短時間・1歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中入所児童に
限る）…F・短時間・乳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・5歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・4歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・3歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・2歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・1歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・標準・乳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・5歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・4歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・3歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・2歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・1歳児（人数） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・短時間・乳児（人数） ○
公定価格小計（月途中入所児童分）…G（D×F÷25）・5歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…G（D×F÷25）・4歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…G（D×F÷25）・3歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…G（D×F÷25）・2歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…G（D×F÷25）・1歳
児（金額）

○

公定価格小計（月途中入所児童分）…G（D×F÷25））・乳
児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・標準・5歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・標準・4歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・標準・3歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・標準・2歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・標準・1歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・標準・乳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・短時間・5歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・短時間・4歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・短時間・3歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・短時間・2歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・短時間・1歳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童・在籍中開所日数（月途中退所児童に
限る）…H・短時間・乳児（人数）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

公定価格小計（月途中退所児童分）…I（D×H÷25＋E）・5
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…I（D×H÷25＋E）・4
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…I（D×H÷25＋E）・3
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…I（D×H÷25＋E）・2
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…I（D×H÷25＋E）・1
歳児（金額）

○

公定価格小計（月途中退所児童分）…I（D×H÷25＋E））・
乳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…J（G＋I）・5歳児 ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…J（G＋I）・4歳児 ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…J（G＋I）・3歳児 ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…J（G＋I）・2歳児 ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…J（G＋I）・1歳児 ○
公定価格小計（月途中入退所児童分）…J（G＋I））・乳児 ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
D・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
D・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
D・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・単価合計（日割り対象分に限る）…
D・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・5歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・4歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・3歳児（金額） ○
単価合計（うち日割り対象外分）…E・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限る）…F・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限る）…F・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限る）…F・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中入所児童に限る）…F・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
G（D×F÷25）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
G（D×F÷25）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
G（D×F÷25）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入所児童分）…
G（D×F÷25）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限る）…H・5歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限る）…H・4歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限る）…H・3歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・請求先市区町村の児童・在籍中開所日
数（月途中退所児童に限る）…H・2歳児

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…I
（D×H÷25＋E）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…I
（D×H÷25＋E）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…I
（D×H÷25＋E）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中退所児童分）…I
（D×H÷25＋E）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…J（G＋I）・5歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…J（G＋I）・4歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…J（G＋I）・3歳児（金額）

○

特別利用地域型保育・公定価格小計（月途中入退所児童分）
…J（G＋I）・2歳児（金額）

○

　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…K（C＋J）・5歳児（金額） ○
年齢区分別計…K（C＋J）・4歳児（金額） ○
年齢区分別計…K（C＋J）・3歳児（金額） ○
年齢区分別計…K（C＋J）・2歳児（金額） ○
年齢区分別計…K（C＋J）・1歳児（金額） ○
年齢区分別計…K（C＋J）・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
複数月一括請求・請求月数 ○
複数月一括請求・5歳児（金額） ○
複数月一括請求・4歳児（金額） ○
複数月一括請求・3歳児（金額） ○
複数月一括請求・2歳児（金額） ○
複数月一括請求・1歳児（金額） ○
複数月一括請求・乳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・5歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・4歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・3歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・2歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・1歳児（金額） ○
　うち処遇改善等加算Ⅰ分・乳児（金額） ○
保育料 ○
既支払額 ○
請求額計 ○

精算の要因 ○
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帳票ID 0280186 帳票名

実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

・・・
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・乳児（人）

○

在籍児童一覧（居宅訪問型保育事業）

印字項目
対象月期間

施設情報
施設・事業所番号
施設・事業所所在地
施設・事業所名

－1月から変更があった児童
階層区分
保育料

在籍児童情
報・1人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

－1月から変更があった児童
階層区分
保育料

保
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

在籍児童情
報・n人目

児童氏名
生年月日
年齢
認定区分
標準／短時間／教育
障害児
月途中入退所のあった児童のみ・月途中入所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・月途中退所の有無
月途中入退所のあった児童のみ・在籍中開所
日数

児童数
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実装すべき項目 実装してもしなくても良い項目 印字編集条件など印字項目
請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・1歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・乳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・1歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・乳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童を除
く）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・5歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・4歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・3歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入退所児童に限
る）・2歳児（人）

○

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中入所児童に限
る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・5歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・4歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・3歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

請求先市区町村の児童数（月途中退所児童に限
る）・2歳児（日）

○
複数人数分を印字する場合は、
以下に行を追加する

月途中入退所児童の在籍中開所日数

児童数

月途中入退所児童の在籍中開所日数

保
育
短
時
間
認
定
子
ど
も

教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も
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帳票ID 0280157 帳票名 子どものための教育・保育給付支払通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
施設・事業所名 〇
年 〇
月 〇
子どものための教育・保育給付 〇
自治体独自加算 〇
その他 〇
合計金額 〇
支払予定日 〇
口座情報 〇 共通項目参照
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280068 帳票名 口座振替開始（変更）通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
振替開始日 〇

科目名 〇

保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、口座名義人が同一
の場合は1枚で出力し、異なる場合は口座名義人
ごとに帳票を出力する

口座情報 〇 共通項目参照
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280158 帳票名 口座振替開始（変更）通知書(はがき様式)

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照

納付義務者情報 〇

振替開始日 〇

科目名 〇

保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、口座名義人が同一
の場合は1枚で出力し、異なる場合は口座名義人
ごとに帳票を出力する

口座情報 〇 共通項目参照

242



備考・不服申立教示文等① 〇
備考・不服申立教示文等② 〇
備考・不服申立教示文等③ 〇
備考・不服申立教示文等④ 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280069 帳票名 通知書（納付書）

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
合計 〇
ペイジーサービスマーク 〇
収納機関番号 〇
納付番号 〇
確認番号 〇
納付区分 〇
納期限 〇
通知書番号 〇
賦課年度 〇
期別 〇
保育料等 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280071 帳票名 口座振替済通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
口座情報 〇 共通項目参照
年 〇
月 〇

科目名 〇
保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、科目ごとに帳票を
出力する

振替額 〇
振替年月日 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280077 帳票名 保育料等納付証明書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
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文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
年 〇
月 〇
施設名 〇

科目名 〇
保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、科目ごとに帳票を
出力する

賦課額 〇
納付額 〇
納付日 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280078 帳票名 口座振替不能通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
振替年月日 〇

科目名 〇
保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、科目ごとに帳票を
出力する

金額 〇
口座情報 〇 共通項目参照
不能理由 〇 振替不能の理由
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280079 帳票名 口座振替不能通知書兼納付書

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
合計 〇
ペイジーサービスマーク 〇
収納機関番号 〇
納付番号 〇
確認番号 〇
納付区分 〇
納期限 〇
通知書番号 〇
賦課年度 〇
期別 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
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振替年月日 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
口座情報 〇 共通項目参照
不納理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280159 帳票名 口座振替不能通知書兼納付書(はがき様式)

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
賦課年度 〇
通知書番号 〇
期別 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納期限 〇
振替年月日 〇
口座情報 〇 共通項目参照
不納理由 〇
備考・不服申立教示文等① 〇
備考・不服申立教示文等② 〇
備考・不服申立教示文等③ 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280088 帳票名 保育料等還付・充当通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇

口座情報 〇
共通項目参照
還付口座が判明している場合にのみ印字する
表示/非表示選択可能

還付理由 〇
還付予定日 〇 表示/非表示選択可能
過誤納金額 〇
充当金額 〇
還付加算金 〇 表示/非表示選択可能
還付額 〇
年月 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
調定額 〇
督促手数料 〇
延滞金 〇
収納日 〇
納付済額 〇
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過誤納額 〇
対象子どもの氏名 〇
年月 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
保育料等 〇
充当額 〇
督促手数料 〇
充当額 〇
延滞金 〇
充当額 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280090 帳票名 還付金振込口座確認票

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

記入日 〇
首長名 〇
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇 共通項目参照
還付金振込口座確認 〇
備考・不服申立教示文等 〇

帳票ID 0280082 帳票名 督促状

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
年 〇
月 〇

科目名 〇
保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、月単位で印字する

未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇 月別の合計金額
総合計 〇 未納額、延滞金等の合計金額
納付期限 〇
延滞金計算日 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280083 帳票名 督促状兼納付書

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
合計 〇
ペイジーサービスマーク 〇
収納機関番号 〇
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納付番号 〇
確認番号 〇
納付区分 〇
納期限 〇
通知書番号 〇
賦課年度 〇
期別 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
年 〇
月 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
口座情報 〇 共通項目参照
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280160 帳票名 督促状兼納付書(はがき様式)

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
賦課年度 〇
通知書番号 〇
期別 〇
科目名 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納期限 〇
備考・不服申立教示文等① 〇
備考・不服申立教示文等② 〇
備考・不服申立教示文等③ 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280084 帳票名 催告書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
年 〇
月 〇

科目名 〇
保育料、延長保育料等
複数科目分を印字する場合は、月単位で印字する

未納額 〇
延滞金 〇
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督促手数料 〇
合計 〇 月別の合計金額
総合計 〇 未納額、延滞金等の合計金額
納付期限 〇
延滞金計算日 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280085 帳票名 催告書兼納付書

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
合計 〇
ペイジーサービスマーク 〇
収納機関番号 〇
納付番号 〇
確認番号 〇
納付区分 〇
納期限 〇
通知書番号 〇
賦課年度 〇
期別 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
年 〇
月 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280161 帳票名 催告書兼納付書(はがき様式)

印字項目 実装すべき項目 実装してもしなくても 印字編集条件など
送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
年度 〇
加入者名 〇
口座番号 〇
納付義務者氏名 〇
認定番号 〇
賦課年度 〇
通知書番号 〇
期別 〇
科目名 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
納期限 〇
備考・不服申立教示文等① 〇
備考・不服申立教示文等② 〇
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備考・不服申立教示文等③ 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280091 帳票名 分割納付計画書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

発行年月日 〇
首長肩書 〇 区長や福祉事務所長等も含む
首長名 〇
納付義務者　氏名 〇
子ども　 氏名 〇
認定番号 〇
帳票タイトル 〇
分割納付誓約日 〇
賦課年度 〇
調定年度 〇
月 〇
科目名 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
総合計 〇
(納付計画)回数 〇
(納付計画)納付年月日 〇
(納付計画)納付額 〇
分割納付方法 〇

帳票ID 0280092 帳票名 分割納付誓約書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

発行年月日 〇
首長肩書 〇 区長や福祉事務所長等も含む
首長名 〇
納付義務者　氏名 〇
子ども　 氏名 〇
認定番号 〇
帳票タイトル 〇
通知文本文 〇
分割納付誓約日 〇
賦課年度 〇
調定年度 〇
月 〇
科目名 〇
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
総合計 〇
(納付計画)回数 〇
(納付計画)納付年月日 〇
(納付計画)納付額 〇
分割納付方法 〇

帳票ID 0280093 帳票名 納付誓約書
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印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

発行年月日 〇
首長肩書 〇 区長や福祉事務所長等も含む
首長名 〇
納付義務者　氏名 〇
子ども　 氏名 〇
認定番号 〇
帳票タイトル 〇
通知文本文 〇
納付誓約日 〇
年 〇
月 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
未納額 〇
延滞金 〇
督促手数料 〇
合計 〇
総合計 〇
備考・不服申立教示文等 〇

帳票ID 0280094 帳票名 滞納明細書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
納付義務者情報 〇
年 〇
月 〇
科目名 〇 保育料、延長保育料等
未納額 〇
延滞金 〇
督促料 〇
合計 〇
総合計 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照
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帳票ID 0280101 帳票名 施設等利用給付認定決定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。
認定区分 〇
認定有効期間 〇 有効期間の開始日、終了日が記載される。
保育必要性の事由 〇 表示/非表示選択可能
保育必要性の事由（2人目） 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280102 帳票名 施設等利用給付認定申請却下通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
申請年月日 〇
却下年月日 〇 発行日を却下年月日として記載しない運用も想定。
却下理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280103 帳票名 施設等利用給付認定延期通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
処理見込期間 〇 処理の終了予定日が記載される。
延期理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280107 帳票名 施設等利用給付認定変更通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
保護者情報（2人目） 〇 共通項目参照
変更年月日 〇 発行日を変更年月日として記載しない運用も想定。
(変更前)認定区分 〇
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(変更前)認定有効期間 ○ 変更前の有効期間の開始日、終了日が記載される。
(変更前)保育必要性の事由 〇
(変更前)保育必要性の事由（2人目） 〇
(変更後)認定区分 〇
(変更後)認定有効期間 〇 変更後の有効期間の開始日、終了日が記載される。
(変更後)保育必要性の事由 〇
(変更後)保育必要性の事由（2人目） 〇
変更理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280109 帳票名 施設等利用給付認定取消通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
取消年月日 〇 発行日を取消年月日として記載しない運用も想定。
取消理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280112 帳票名 現況届

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても

良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照

現況届情報 〇
ぴったりサービスにおける標準様式（申請フォームの
ひな形）保育施設等の利用に係る現況届に準じた項目
を記載

問合せ先情報 〇 共通項目参照

バーコード 〇
機能要件「0280506」記載の要件に対応したバーコー
ドを印字。
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帳票ID 0280122 帳票名 施設等利用費支払通知書(償還払い)

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても良

い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
総合計金額 〇
年 〇
月 〇
支払額 〇
施設等利用費 〇
〇〇(単独補助) 〇 設定した独自補助名称
合計金額 〇
支払予定日 〇
口座情報 〇 共通項目参照
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280123 帳票名 施設等利用費支払通知書(代理受領)

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても良

い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
施設・事業所名 〇
年 〇
月 〇
支払額 〇
施設等利用費 〇
〇〇(単独補助) 〇 設定した補助名称
合計金額 〇
支払予定日 〇
口座情報 〇 共通項目参照
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280124 帳票名 施設等利用費不支給決定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくても良

い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
不支給の理由 〇
年 〇
月 〇
施設等利用費 〇
〇〇(単独補助) 〇 設定した独自補助名称
請求金額 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照
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帳票ID 0280128 帳票名 延長保育利用承諾通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。
延長保育利用期間 〇 利用の開始日と終了日、和暦表記
延長保育利用時間 〇 利用の開始時刻と終了時刻
延長保育料 〇 兼延長保育料決定通知書を発行する場合の利用を想
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280129 帳票名 延長保育利用保留通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇

延長保育希望期間 〇

延長保育希望時間 〇
保留理由 〇 保留となった理由

備考・不服申立教示文等 〇

問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280131 帳票名 延長保育料決定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇
決定年月日 〇 発行日を決定年月日として記載しない運用も想定。
延長保育利用期間 〇 利用の開始日と終了日、和暦表記
延長保育利用時間 〇 利用の開始時刻と終了時刻
延長保育料 〇
階層 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280133 帳票名 延長保育実施解除通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
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文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇
利用終了年月日 〇 利用の最終日、和暦表記
解除理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280132 帳票名 延長保育料変更通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇
変更年月日 〇
延長保育利用期間 〇 利用の開始日と終了日、和暦表記
延長保育利用時間 〇 利用の開始時刻と終了時刻
(変更前)延長保育料 〇 月額
(変更後)延長保育料 〇 月額
(変更前)階層 〇
(変更後)階層 〇
変更理由 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280138 帳票名 補足給付費交付申請却下通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
文書情報 〇 共通項目参照
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
申請年月日 〇 和暦表記
却下年月日 〇 発行日を却下年月日として記載しない運用も想定。
却下理由 〇 却下となった理由
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280139 帳票名 補足給付費交付決定通知書(償還払い)

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
交付額 〇
対象期間 〇
利用する施設名称 〇
利用する施設所在地 〇
口座情報 〇 共通項目参照
支払日 〇 和暦表記
明細：対象年月 〇
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明細：金額 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280137 帳票名 補足給付費交付認定通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇
利用する施設所在地 〇
有効期間 〇 有効期間の開始日と終了日
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280140 帳票名 補足給付費交付決定通知書(代理受領)

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
施設名称 〇
交付額 〇
対象年月 〇 和暦表記
支払日 〇 和暦表記
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

帳票ID 0280141 帳票名 補足給付費交付認定取消通知書

印字項目 実装すべき項目
実装してもしなくて

も良い項目
印字編集条件など

送付先情報 〇 共通項目参照
文書情報 〇 共通項目参照
認定番号 〇
児童情報(子ども情報) 〇 共通項目参照
保護者情報 〇 共通項目参照
利用する施設名称 〇
利用する施設所在地 〇
取消年月日 〇
備考・不服申立教示文等 〇
問合せ先情報 〇 共通項目参照

256


	表紙
	印字項目１
	
	印字項目５

	
	印字項目

	
	印字項目４

	
	印字項目

	
	子どものための教育・保育給付請求書（幼稚園）
	在籍児童一覧（幼稚園）
	私立保育所に係る委託費請求書（保育所）
	在籍児童一覧（保育所）
	請求書（認定こども園）
	在籍児童一覧（教育） （認定こども園）
	在籍児童一覧（保育） (認定こども園)
	請求書（家庭的保育事業）
	在籍児童一覧（家庭的保育事業）
	請求書（小規模保育事業A型）
	在籍児童一覧（小規模保育事業A型）
	請求書（小規模保育事業B型）
	在籍児童一覧（小規模保育事業B型）
	請求書（小規模保育事業C型）
	在籍児童一覧（小規模保育事業C型）
	請求書（事業所内保育事業(19人以下A型)）
	在籍児童一覧（事業所内保育事業(19人以下A型)）
	請求書（事業所内保育事業(19人以下B型)）
	在籍児童一覧（事業所内保育事業(19人以下B型)）
	請求書（事業所内保育事業(20人以上)）
	在籍児童一覧（事業所内保育事業(20人以上)
	請求書（居宅訪問型保育事業）
	在籍児童一覧（居宅訪問型保育事業）




